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古紙パルプ配合の再生紙と環境に優しい植物油インキを使用しています。再生紙としてリサイクルできます。「ざつがみ類」として分別してください。
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石 巻 市 役 所　〒986-8501　宮城県石巻市穀町14-1
　　　　　　　☎0225-95-1111　 FAX 0225-22-4995
開 庁 時 間　午前8時30分～午後5時
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表記の見方
�　申 �申し込み��問 �問い合わせ�� �Eメール　〔先着〕�先着順　〔抽選〕申し込み多数のときは抽選

市役所 ☎95-1111
河北総合支所 ☎62-2111　雄勝総合支所 ☎57-2111
河南総合支所 ☎72-2111　桃生総合支所 ☎76-2111
北上総合支所 ☎67-2111　牡鹿総合支所 ☎45-2111 
渡波支所 ☎24-0151　　　稲井支所 ☎95-2171
荻浜支所 ☎90-2111　　　蛇田支所 ☎95-1442

ごみだしアプリ市のホームページを
スマホでも見られます
QRコードを読み取って

簡単に接続！ 問 �秘書広報課（内線4784）

※機種によってアプリが
　必要な場合があります。
※通信料金がかかります。
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住民基本台帳による石巻市の人口と世帯数

令和6年1月末現在 人　口
世帯数

１３４，４４２人
６２，３７１世帯

令和5年1月末現在 人　口
世帯数

１３６，５９１人
６２，１９５世帯

市報いしのまき　第307号　令和6年3月1日発行

納期限　４月１日（月）
○後期高齢者医療保険料　第９期

口座振替不能者の再振替日　３月１５日（金）
（２月２９日納期限分）
〇固定資産税　第４期

開庁日時　３月３日（日）・17日（日）午前９時～午後１時
開庁場所　市役所２階市民課
取扱事務　住民票、戸籍証明書、印鑑証明書の発行、印鑑登録、住所異動届、マイナンバー
に関する手続きなど。ただし、17日（日）はマイナンバーに関する手続きはできません。

※税証明書、臨時運行許可（仮ナンバー）申請、原動機付自転車などの廃止・登録はできません。
※戸籍届書については、夜間・休日窓口を利用ください。

市報 いしのまき　令和6年（2024年）3月号

今月の休日
窓口開庁の
お知らせ

コンビニ収納・
口座振替が便利です

今月の税金

延長期間　３月２９日（金）～４月４日（木）
延長時間　平日　午後７時まで
　　　　　土日　午前９時～午後５時
開庁窓口　市役所２階市民課、保険年金課
　　　　　※各支所・総合支所は延長・休日開庁を行いません。
対象業務　・ 市民課　住民票、戸籍証明書、印鑑証明書の発行、印鑑登録、住所異動

届、住所異動届と同時に行うマイナンバーカードの券面更新
　　　　　・ 保険年金課　国民健康保険、後期高齢者医療保険、子ども医療費助

成、国民年金の資格手続き

※税証明書、臨時運行許可（仮ナンバー）申請、原動機付自転車などの廃止・登録
はできません。

※保険税の試算はできません。
※届出人（窓口に来られる方）の本人確認を行いますので、身分証明書などを持参
願います。本人確認ができなかった方については、届出後郵便で届出内容の確
認を行います。

※代理の方が証明書の請求や住所異動届等をする場合は委任状が必要になります。
※他市町村・他機関に確認の必要がある場合など、手続きができないこともあります。
問 　市民課（内線２３１９）、保険年金課（内線2347）

対象
①�令和５年１２月１日時点で、令和５年度の住民税均等割のみ課税されている世帯、
または令和５年度の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されて
いる世帯　

②�①の世帯および住民税非課税世帯のうち１８歳以下の児童が属する世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族などのみからなる世帯は対象外です。
給付額　①１世帯当たり１０万円（口座振込）　②児童１人あたり５万円（口座振込）
申込方法
①住民税均等割のみ課税世帯　対象と思われる世帯には、２月中旬に「確認書」を
送付していますので、内容を確認ください。

②こども加算
（1）①の世帯のうち、対象と思われる世帯には支給に関する案内を同封しています

ので、内容を確認ください。
（2）住民税非課税世帯への7万円を受給した世帯のうち、対象と思われる世帯には

3月中旬に支給に関する案内を送付する予定です。
※住民票を別にしている児童がいる場合、申請することにより、対象となる場合が
ありますので相談ください。

申込期限　６月３０日（日）
問申 　価格高騰重点支援金コールセンター　☎0120-200-565

住民税均等割のみ課税世帯に対する支援金（１０万円）
およびこどもへの加算支援金（５万円）

対象
①住民税非課税世帯　令和５年１２月１日時点で、世帯全員の令和
５年度分の住民税が非課税である世帯（１月１２日付けで「支給
のお知らせ」が送付された世帯を除く）

②家計急変世帯　申請日において、住民税非課税世帯以外で、
予期せず令和５年１月から令和５年１２月までの家計が急変し、
①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯（２月２日付けで
「支給のお知らせ」が送付された世帯を除く）

※①、②のどちらも、住民税が課税されている者の扶養親族などのみからなる世
帯は対象外です。

給付額　１世帯当たり７万円（口座振込）
申込方法
①住民税非課税世帯　２月上旬から順次「確認書」を送付しております。内容を確
認し、必要事項を記入のうえ、確認書を返送してください。

②家計急変世帯　申込が必要です。申込方法や必要書類は、チラシや市ホーム
ページを確認ください。申請書は市役所２階保健福祉総務課支援金窓口、各総
合支所市民福祉課、各支所で配布しています。

申込期限　４月３０日（火）
問申 　価格高騰重点支援金コールセンター　☎0120-200-565

エネルギー・食料品等価格高騰重点支援金（７万円）

市ホームページ

年度末・年度始めの窓口を延長します

市ホームページ


